
岩見沢市子ども・子育てプラン対象事業評価調査票

≪評価の基準≫

Ａ：計画通りの成果を得られた Ｃ：計画通りに事業が遂行できなかった

Ｂ：一部成果を得られないものもあった Ｄ：事業に着手できなかった

安全 安心 笑顔

1 〇 保育所入所・環境整備事業 ４－３（２） 子ども課

保護者の労働又は疾病などの理由により、保
育を必要とする児童の保育を行うとともに、現
在行っている保育料の軽減を継続していきま
す。

保育所の受入れ定数については、ほぼ充足さ
れていますが、今後、社会情勢等を見ながら柔
軟に対応していきます。

保育士等の資質を向上させ、保育環境の充実
を図るため、研修会等の実施を進めていきま
す。さらに、建物の老朽化が進んでいる保育所
については、施設環境の改善を支援していきま
す。

認可保育所の受入れについては、ほぼ100％
で推移している。

市独自減免として、平成24年度から第3子目
以降の保育料が無料化になる対象年齢を、小学
校3年生から満18歳未満の子に拡大した。

老朽化した施設については、今後も計画的
に整備を継続していく。

Ａ 1

　認可保育所の入所率は、全体で100％を若干
上回った。統計上の待機児童はなく、年度途中
からの入所待ちについても、翌年4月には解消
した。
　従来の第3子以降保育料の無償化に代わり、
保育料基準額表の減額・細分化、未就学児から
数えて第2子の保育料及び小学校3年生から数え
て第3子以降の保育料を無料とする保育料の見
直しを実施し、平成28年度実施につなげること
ができた。
　老朽化施設の改修として、みその保育園が園
舎を新築した。

Ａ

2 〇 休日保育事業 ４－４（２） 子ども課

日曜、祝日に保護者の勤務等により児童が保
育に欠ける場合、休日の保育を行っています。

ニーズ調査では、土曜日の利用希望は約3
割、日曜日・祝日の利用希望は約2割となって
いることから、今後の利用状況を踏まえて実施
か所数について検討していきます。

休日に保護者の就労などの理由で保育を必要
とする児童の保育を行った。

利用児童数は増加傾向にあり、今後も継続し
ていく。

Ａ 2

　西保育園において、休日保護者の就労などの
理由で保育を必要とする児童の保育を行った。
【年間延べ利用人数】698人

Ａ

3 〇 延長保育事業 ４－４（２） 子ども課

保護者の仕事等のため、通常の保育所の開所
時間を越えて児童の保育を希望する場合に行っ
ていきます。

ニーズ調査では、18:00以降の利用希望は約4
割となっていることから、延長保育事業を保護
者の就労形態に対応するよう、実施か所数も含
め検討していきます。

　市内全ての法人立保育園13か所で実施。
利用児童数は、入所児童数は増加傾向にあり

今後も継続していく。

Ａ 3

　市内すべての法人立保育園13か所で実施、利
用を希望したすべての児童が延長保育を利用す
ることができた。

Ａ

4 〇 障がい児保育事業 ４－３（２） 子ども課

保護者の労働又は疾病などの理由により、保
育を必要とする障がい児の保育を行っていきま
す。

障がいのある児童を安心して保育できる環境
づくりを進めていきます。

障がい児保育、障がい児保育特別対策事業とし
て、保育を必要とする障がいのある児童の保育
を促進してきた。今後も継続していく。

Ａ 4

　障がい児保育、障がい児特別対策事業とし
て、保育を必要とする障害のある児童の保育を
促進することができた。（6園13人）

Ａ

5 〇 一時預かり事業 ４－４（８） 子ども課

専業主婦家庭等の育児疲れの解消、保護者の急
病や保護者の断続的な就労形態などに対応するた
め、一時的に預かる保育を行っています。
ニーズ調査では、この1年間で保護者の緊急な用
事などにより、子どもの面倒が見られなくなったこと
があると、4割以上の人が回答しています。
現状では、受入れ定員数に余裕があるため、現状
の設置か所数を維持していくとともに、質の向上に
努めていきます。

現在、市内２か所（公立・私立）の認可保育所
で事業を実施している。今後も一定の利用者が
見込まれるため、現状の設置か所数を維持し今
後も継続していく。

Ａ 5

　ふれあい子どもセンター（公立）と日の出保
育園（私立）の2か所で事業を実施。一定の
ニーズがあることから、現状を維持し今後も継
続していく。
【延べ利用児童数】
公立44人
私立76人

Ａ
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岩見沢市子ども・子育てプラン 平成２７年対象事業の評価について （別紙）
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6 〇 〇 病後児保育事業 ４－４（９） 子ども課

児童が病気又は病気の回復期にあり、集団保
育が困難な期間、その児童を専用スペースにお
いて一時的に預かる事業です。

ニーズ調査では、保育所等を休んだことがあ
ると、回答した人は７割を超えています。

病後児保育の取り組みについては、関係機関
と実施に向け、今後検討を進めていきます。

　病後児保育については、未実施となってい
る。
　本事業に対しては、子育て世帯のニーズが高
いため、平成27年度からの実施を目指してい
く。

Ｄ 6

　平成27年度から市内医療機関の協力のもと、
病児・病後児保育事業をスタートすることがで
き、子どもの病気の回復期まで、保護者が仕事
等により家庭で保育ができない場合に専用施設
で一時的に保育を行うことができた。
　病後児保育の利用が少ないことから、今後事
業のＰＲに力を入れていく。
【実施場所】
病児保育：岩見沢市立病児保育施設
病後児保育：東保育園病後児保育ルーム
【登録児童数】276人
【利用実績（延べ利用児童数）】
病児保育：203人
病後児保育：24人

Ａ

7 〇 〇
在宅における児童の支援（ファミ
リー・サポート）

４－４（10） 子ども課

在宅における支援活動として、サービスを利
用したい人と協力したい人がそれぞれ登録して
会員の自宅等で保育サービスを行っていきま
す。

民間で実施している事業の情報を提供すると
ともに、講座の開催など保育サービス提供者を
支援していきます。

提供会員の数が減少し、利用希望者の増加に対
応することが難しくなっている。提供会員の開
拓が課題である。

Ｂ 7

　提供会員の養成のため「保育サービス講習会
（9項目24時間）」を実施し、全講座修了者18
名に女性労働協会認定の修了証を交付した。民
間活動グループの代表に講師を依頼するなど連
携して、グループの活動を紹介・参加を呼びか
け、2名の会員登録があった。

Ｂ

8 〇 〇
放課後児童健全育成事業（放課後
児童クラブ）

４－４（３） 子ども課

児童館等を利用して、保護者が就労等により
昼間家庭にいない小学校低学年の児童を、登録
制により受け入れています。

民間の放課後児童クラブと連携を図りながら
利用ニーズに対応できる体制の整備に努めてい
きます。

　事業は成果をあげているが、平成24年の児童
福祉法改正（平成27年施行）により、利用対象
が小学校3年生から小学校6年生まで引き上げら
れたことから、新たに高学年利用についての検
討が必要となる。また、利用時間の拡大や障が
い児の受入れなどの課題に対する検討も必要と
なる。

Ａ 8

　平成27年10月から開設時間について、希望者
に対し（有料）、1時間延長し19時までとした
ことで、子育て支援の拡充を図ることができ
た。高学年の受け入れについては平成30年度か
らの実施に向け検討しているところである。ま
た、近年、発達支援事業所の開設が続き、障害
児に係る受け皿が整備されつつあり、ニーズが
減少傾向にある。

Ａ

9 〇 〇 地域子育て支援センター事業 ４－４（７） 子ども課

保育所に併設された2か所の地域子育て支援
センターは、保育所の機能を活用し、家庭内で
保育をしている親子を対象として、育児不安等
についての相談・指導、子育てサークルの育成
を支援しています。

これら2か所の支援センターを維持するとと
もに、相互に連携を図り、機能の充実を推進し
ていきます。

　各支援センターが担う相談件数は増加傾向に
ある。保育士等の専門的知識を有する職員によ
る相談業務や各支援センターが連携し、広報紙
の発行など様々な事業が実施された。今後も継
続していく。

Ａ 9

各支援センターが担う相談件数は少子化のな
か横ばい傾向にある。保育士等の専門的知識を
有する職員による相談業務や広報紙の発行など
様々な事業が実施された。

また、市の子育て支援センターも含めた連絡
協議会を定期的に行い相互連携を図った。
　今後も継続して取り組んでいく。

Ａ

10 〇 〇 子育て親子ひろば ４－４（７） 子ども課

市内15か所の児童館等で主任児童委員が中心
となり、就学前の親子が子育ての情報交換や、
子育て経験者からアドバイスを受けるなど、子育て
親子の遊びや交流を支援していきます。
また、常設型親子ひろば「ひなたっ子」を継続し、
いつでも集い交流できる環境の整備を図っていきま
す。
子育て親子ひろばの充実を図るため、支援者を対
象とした研修会を定期的に行っていきます。

　親子ひろばの利用者は大きく増加し、多くの
親子の参加を得て、交流促進、情報交換、スト
レスの解消など子育て支援の効果があった。
　今後も継続して取り組んでいく。

Ａ 10

市内15か所の児童館等で主任児童委員が中心
となり、各地域で就学前の親子に対し気軽につ
どい、子どもと遊びながら、情報交換や交流す
るなどの楽しい育児の支援を行なった。

常設型親子ひろば「ひなたっ子」において、
民生委員児童委員をはじめとするボランティア
の協力のもと、子育て中の親子の交流の場の提
供と交流の促進を行なった。

また、子育て親子ひろばの充実を図るため、
支援者を対象とした研修会を定期的に行なっ
た。

Ａ
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11 〇 〇 幼稚園における子育て支援事業 ４－４（８）
民間実施・
子ども課

各幼稚園では、預かり保育及び未登園児を対
象とした子育て支援事業を行っていきます。

平成18年度から市町村合併により引き継い
だ、公立すみれ幼稚園の運営事業を行っていき
ます。

各幼稚園において、特徴のある幼稚園教育を
行っている。

幼稚園児と未就園児童との交流も行われてい
る。今後も継続して取り組んでいく。 Ａ 11

　市内の公立・私立を合わせた6園の幼稚園で
は、各園特色のある幼児教育を展開し、預かり
保育や未就園児、地域との交流事業も行われ、
地域に根ざした幼児教育が推進されている。
　今後も継続して取り組んでいく。

Ａ

12 〇 家庭教育事業 ４－３（７）

生涯学習・
文化・ス
ポーツ振興
課

Ｈ21～H24年度は空知婦人会館で、H25年度以
降は生涯学習センターで実施。0歳児から２・
３歳児の発育段階に対応した家庭教育学級、父
親の家庭教育参加の促進を図る事業、地域家庭
教育事業、及び育児サークルへの支援や保護者
への育児支援を行っていきます。

家庭教育の重要性が増す中で、事業の充実を
図るため、関係機関と連携しながら事業を見直
し、効率的な事業展開を展開していきます。

　後期計画の新規事業として、家庭教育に関す
る指導者の育成や活用事業を実施し、子育て支
援の強化を図った。子どもの発達段階に対応し
た家庭教育事業の実施は必要不可欠であり、今
後においても事業内容に工夫を凝らしながら継
続していく。

Ａ 12

　0歳児、2,3歳児の親子を対象に、専門の講師
を招き、子育て中の不安など対話を通して理解
を深めていただいた。また、事業に参加された
0歳児の親子でサークルを結成し、子育て中の
悩みや楽しさなど、気軽に対話をし子育てを楽
しめる環境づくりの成果があった。
　指導者サークルの方々も、参加された母親達
からいろいろな相談を受けアドバイスしたり
と、事業運営に積極的に協力していただいた。

Ａ

13 〇 子育て情報の提供 ４－４（１） 子ども課

子育てをしている家庭に対し、公共施設など
で「子育てガイドブック」等を配布するととも
に、市のホームページで子育て情報を提供して
いきます。

さらに、子育てに関する情報の収集や情報提
供について、関係機関と連携を図りながら、総
合的に把握し、情報の一元化・情報機器を活用
した提供等を進めていきます。

<子育てガイドブック>
平成26年6月に制度や担当部署を改訂し発行

した。
<ホームページ>

子育てＱ＆Ａについて、保育士、保健師、管
理栄養士に依頼して更新した。
　今後もこれらの事業は継続していく。

Ａ 13

<子育てガイドブック>
　平成28年1月に制度や担当部署を改訂し発行
した。
<ホームページ>
　子育てＱ＆Ａについて、保育士、保健師、管
理栄養士に依頼して更新した。
　今後もこれらの事業は継続していく。

Ａ

14 〇 チャイルドホットライン ４－４（６） 子ども課

岩見沢市、消防署、病院はもとより、児童相
談所や警察署等子どもに関係する機関が連携し
て、児童虐待防止などの対応を行っていきま
す。

定期的に岩見沢市子育て支援推進会議（要保
護児童対策地域協議会）を開催するなど、関係
機関とのネットワークの強化を図り、迅速な問
題解決に取り組んでいきます。

岩見沢市子育て支援推進会議（要保護児童対策
地域協議会）で関係機関との連携強化が図られ
ている。またケース検討会議では関係機関ごと
に支援・援助の確認を行い、成果が得られてい
ることから、今後も継続していく。

Ａ 14

岩見沢市子育て支援推進会議（要保護児童対策
地域協議会）で関係機関との連携強化が図られ
ている。またケース検討会議では関係機関ごと
に支援・援助の確認を行い、成果が得られてい
ることから、今後も継続していく。

Ａ

15 〇 保健推進員活動 ４－４（５）
健康づくり
推進課

町内会から推薦された保健推進員が、地域内
の妊産婦・乳幼児を対象に健康に関する情報提
供や親子ひろばの協力など、地域で子育ての支
援を行っていきます。

全市的に行っている親子ひろばのスタッフで
もある主任児童委員と連携し、地域の子育て支
援に協力します。

乳幼児の声かけ訪問件数が減っている。核家族
化が進み、不在が多い、訪問してもドアを開け
てくれないなど訪問しづらい現状がある。保健
推進員を知ってもらい、今後も妊産婦・乳幼児
を対象に健康に関する情報提供や親子ひろばの
協力など、地域での子育て支援を継続してい
く。

Ａ 15

現状は地域の親子ひろばの協力や乳幼児健診の
託児協力が主な活動内容だが、地域で母子が集
うことができる企画や顔つなぎの中から訪問活
動に広げていくなど、地域での子育て支援を継
続していく。

Ａ
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16 〇 〇 民生委員・児童委員活動 ４－４（１）
福祉課・子
ども課

地域における身近な相談者として、地域福祉の充
実を図るとともに、児童の健全育成や保護を必要と
する児童の把握、支援を行っていきます。
さらに、児童福祉を専門に担当する主任児童委員
などと協力し、福祉活動の展開や情報提供を行って
いきます。
また、委員活動の充実や資質を高めるための研修
を行っていきます。

（子ども課）各種の研修会への参加により、地
域課題や生活課題へのきめ細やかな活動を実施
した。また、保育園・小中高等学校と連携し、
地域課題の解決と子どもの問題行動に対する支
援を行った。
（福祉課）学校訪問や行事の参観、町内会活動
等に参加し、地域の実情を把握した。また、子
育て親子ひろばへの協力、児童館活動や校外活
動への支援等児童の健全育成や虐待防止のため
活動した。

各種研修会等への参加により、社会の変化や
ニーズに柔軟に対応した相談・支援活動が推進
された。
　これらの活動は、今後も継続していく。

子育て親子ひろばへの協力、児童館活動や校
外活動への支援等、児童の健全育成や虐待防止
のための地域活動が促進された。

Ａ 16

（子ども課）学校訪問や行事の参観、町内会活
動等に参加し、地域の実情を把握するととも
に、子育て親子ひろばへの協力、児童館活動や
校外活動への支援等児童の健全育成や虐待防止
のため活動した。
　また、各種研修会等への参加により、社会の
変化やニーズに柔軟に対応した相談・支援活動
が推進された。
　今後も継続して取り組んでいく。
（福祉課）昨年までに引き続き、学校訪問にお
ける授業・行事の参観や、町内会活動等に積極
的に参加し、地域の実情把握に努めた。また、
子育て親子ひろばへの協力や児童館活動、校外
活動への支援についても継続して活動し、児童
の健全育成や虐待防止のための地域活動が促進
された。
　各種研修会への積極的な参加を継続するとと
もに、主任児童委員部会や児童福祉部会におい
ては自ら研修会を開催し、内容についても、母
子生活支援施設及び障害児通所支援施設の見学
や里親会による講演など、これまで触れること
の少なかった分野についても積極的に取り入
れ、委員活動の更なる充実や資質の向上に努め
た。

Ａ

17 〇 児童館運営事業 ４－４（３） 子ども課

健全な遊びを通して、多様な経験を積みなが
ら心身ともに健やかに育つよう、児童の集団的
及び個別的指導を行うとともに児童館を適正に
運営していきます。

また、母親クラブや体験学習等の場の提供と
活動の育成を行っていきます。

　岩見沢市の児童館はほぼ小学校区ごとに１館
ずつ配置されているが、児童数の減少などに起
因した学校の適正規模・適正配置に関する計画
等に注視していくとともに、施設の修繕等には
適切に対応し、効率的な運営に努めていく。

Ａ 17

　児童は減少傾向にあるものの、児童館を中心
に活動している放課後児童クラブにおいて低学
年児童の利用率は高く、館全体における年間の
利用者数は増加している。また、各種サークル
や少年団による利用をはじめ、母親クラブやお
やこ広場などの地域組織活動が活発に行われる
など、児童の健全育成に大きな役割を果たして
いる。

Ａ

18 〇
地域活動の育成（母親クラブ・子
ども会）

４－９（２） 子ども課

母親クラブや子ども会などの地域の組織的な活
動や、その指導者の育成を図り、地域ボラン
ティア等の協力を得て地域児童の健全育成活動
に努めていきます。

少子化に伴い、単位子ども会会員数及び子ど
も会数は若干減少している。

単位子ども会、単位母親クラブは、それぞれ
が地域に根ざした特色のある活動を行ってお
り、次代を担う青少年の健全育成事業は、今後
も継続していく。

Ａ 18

　少子化に伴い、単位子ども会会員数及び子供
会数は減少している。
　単位子ども会、単位母親クラブは、それぞれ
が地域に根ざした特色のある活動を行ってお
り、次代を担う青少年の健全育成事業は、今後
も継続していく。

Ａ

19 〇 交流事業 ４－９（２） 子ども課

児童館を利用して、児童がゲームや遊びを通し
て異年齢交流を行うとともに、中学生を各種の
研修事業に派遣し、指導者となる人材の育成を
進めていきます。

児童館における交流のほか、青少年の健全育成
のリーダーとなる人材を育成することができ
た。今後も継続していく。

Ａ 19

　児童館まつりなど異年齢が多数集まる事業を
主催し、交流を通して社会性や協調性を育むこ
とができた。また、リーダーを養成するための
研修に中学生を派遣した。今後も継続してい
く。

Ａ
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20 〇 〇 街頭補導活動事業 ４－９（３） 子ども課

　青少年の非行防止のため、地域での取り組み
を支援していくとともに、家庭、地域の協力を
得ながら関係機関と連携して巡回等を行ってい
きます。
　また、青少年センターによる街頭補導活動、
学校の長期休業日や祭典時の特別街頭補導を行
い、非行防止活動の充実を推進していきます。

　青少年センターが中心となり警察署や学校、
地域、補導員連絡協議会と連携を図り、円滑か
つ効率的な巡回補導活動を行い、青少年の問題
行動の早期発見と予防に努めることができた。
また、補導員向けの研修会活動を充実させ、青
少年非行実態の把握し、補導員の意識の高揚と
補導に関する知識の向上に努めた。
　今後も継続して取り組んでいく。

Ａ 20

　青少年センターが中心となり警察署や学校、
地域、補導員連絡協議会と連携を図り、円滑か
つ効率的な巡回補導活動を行い、青少年の問題
行動の早期発見と予防に努めることができた。
また、年に２回、警察署と連携し夜間補導を実
施した。補導員向けの研修会は継続実施し、青
少年非行実態の把握と補導に関する知識の向上
に努めた。今後も継続して取り組んでいく。

Ａ

21 小学校余裕教室開放事業 《廃止》 子ども課

岩見沢小学校、南小学校、第一小学校の余裕教
室にて、子育て中の親と子の交流を図ることを
目的とした活動を支援していきます。

親子が集う遊びの場が充実し、選択幅も広がっ
たことにより（親子ひろば・常設型親子ひろば
「ひなたっ子」・地域子育て支援センター
等）、サークルを立ち上げる必要性が薄らいだ
ため、平成24年度にて事業が終了した。

Ｄ

22 〇 保育所地域活動事業 ４－３（２） 子ども課

保育所が地域の活動の拠点として、保育所と地
域の人々との交流や老人福祉施設への訪問な
ど、保育所と地域の人々との世代間交流を促進
していきます。

法人立保育園では、園行事を地域に開放した
り、介護老人保健施設等を園児が訪問するな
ど、地域との交流に取り組んでいる。また、公
立保育園でも、地域との交流を含めた活動をし
ており、今後も継続していく。 Ａ 21

　法人立保育園では、園行事を地域に開放した
り、介護老人保健施設等を園児が訪問するな
ど、地域との交流に取り組んでいる。
　また、公立保育園でも、地域との交流を含め
た活動をしており、今後も継続していく。 Ａ

23 〇
母子健康手帳交付及び妊婦健康診
査事業

４－４（11）
健康づくり
推進課

妊娠の届出があった妊婦に対し母子健康手帳を
交付するとともに、妊婦一般健康診査受診票を
妊娠前期、後期に交付し、専門医療機関の受診
をすすめ妊婦の健康保持・増進を図っていきま
す。

母子健康手帳は随時交付し、全妊婦に対して
交付時と妊娠後期の２回面接し相談・指導を
行っている。

平成21年度より国の基準により妊婦一般健康
診査14回分の費用助成を行い、妊娠中の異常の
早期発見と健康増進につなげることができてお
り、今後も継続していく。

Ａ 22

　母子健康手帳は随時交付し、全妊婦に対して
２回の面接・相談を継続して行うことにより、
安心して産み育てることができるよう支援して
いる。
　国の基準に合わせ、妊婦一般健康診査14回分
の費用助成も継続していく。

Ａ

24 〇 母親学級及びペア学級事業 ４－４（11）
健康づくり
推進課

母親学級は妊婦を対象に、歯科医師・保健師・栄
養士の講話や実技を行っていきます。また、ペア学
級は妊娠中の夫婦を対象に、保健師による講話や
実技、妊婦体験などを行っていきます。
学級では、妊娠・出産・育児に必要な情報・知識・
技術を伝え、親になる心構えを養うとともに、育児の
仲間づくりとなる事業を進めていきます。
また、一人でも多くの人が参加できるよう啓発に努
めていきます。

母親学級については受講率は維持している。
今後も第１子妊娠中の方を中心に参加を促して
いきたい。

ペア学級については、１コース１回で実技指
導を中心とした内容は受講者からも好評を得て
おり、今後も継続していく。 Ａ 23

　母親学級は受講率が低下している。参加者か
らは好評を得ているため今後も第1子妊娠中の
人を中心に参加を促していく。
　
　ペア学級は1コース1回で実技指導を中心とし
た内容は好評でありアンケートからも育児協力
面で効果があった。今後も継続して行ってい
く。

Ａ

25 〇 〇 妊産婦・新生児・乳幼児訪問事業 ４－４（５）
健康づくり
推進課

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を対象
に保健師・助産師が訪問指導を行っていきま
す。また、各種乳幼児健診後の経過観察児、健
診未受診児に対し、訪問指導を行っていきま
す。

出生数に伴い、訪問数も変動しているが、医療
機関との養育支援等の連絡により、必要な母子
には訪問指導を行い、きめ細かな支援を行うこ
とができており、今後も継続していく。 Ａ 24

　医療機関との養育支援等の連絡により必要な
母子には訪問指導を継続して行い、安心した育
児ができるように支援している。今後も継続し
ていく。 Ａ

26 〇 股関節脱臼検査 ４－９（１）
健康づくり
推進課

3か月児を対象に専門医による検診を月1回
行っていきます。

疾病を早期に発見し治療することにより、乳
児期の健康を維持するため事業を進めていきま
す。

市民健康センターに委託し、集団検診として専
門医師による診察を行う。保護者の自己負担を
減らし、受診しやすい体制を整える。

Ａ 25

　市民健康センターに委託し、集団検診として
専門医師による診察を行っている。脱臼の発生
予防・悪化防止の為、今後も保護者の自己負担
を減らし受診しやすい体制を整えていく。 Ａ
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27 〇 乳幼児健康診査事業 ４－９（１）
健康づくり
推進課

身体計測､問診､診察、栄養・歯科指導等保健
指導を行い、疾病や心身障がいの早期発見及び
保護者への育児支援を行っていきます。

乳幼児の心身の健全な発育発達を促すよう努
めていきます。

　各健診とも受診率は95％前後を保持できてい
る。各健診の個別通知をすることのより受診率
が向上した。未受診者もいるため、今後も全数
把握に努めたい。1歳６か月児健康診査の問診
内容を充実させ、保護者とともに発達を確認で
きる内容にした。発育発達の気になる乳幼児の
みならず、家庭環境、育児困難を抱える家庭に
ついても関係機関や専門職と連携し、支援して
いる。
　今後も継続していく。

Ａ 26

　各健診とも受診率は95％前後を保持できてい
る。各健診の個別通知をすることにより受診率
が向上した。未受診者もいるため、今後も全数
把握に努めたい。発育発達の気になる乳幼児の
みならず、家庭環境、育児困難を抱える家庭に
ついても関係機関や専門職と連携し、支援して
いる。
　今後も継続していく。

Ａ

28 〇 歯科検査およびフッ素塗布事業 ４－９（１）
健康づくり
推進課

1歳6か月児健診で歯科検診及びフッ素塗布を
行っていきます。

歯科衛生士による指導により、幼児の虫歯予
防の啓発を進めていきます。

医療機関でフッ素塗布をしている人もいるため
受診数が減っているが、1歳６か月以降むし歯
のり患が増える傾向にあることから、1歳６か
月児健診でも受けやすい体制を継続していく。 Ａ 27

医療機関でフッ素塗布をしている人もいるため
受診数が減っているが、1歳６か月以降むし歯
のり患が増える傾向にあることから、1歳６か
月児健診でも受けやすい体制を継続していく。 Ａ

29 〇 母子相談事業 ４－４（５）
健康づくり
推進課

健康に関する来所・電話相談には、保健師、
看護師、栄養士、歯科衛生士で随時対応してい
きます。

妊娠届出時、及び妊娠後期の相談指導や、育
児不安解消のため、相談や情報提供を行ってい
きます。

不安が解消されない場合には、訪問や関係機
関の紹介などの支援を行い、妊産婦・乳幼児等
の健康保持・増進につながるよう努めていきま
す。

常時、保健師または看護師が対応できる体制を
とり、助言や情報提供を行っている。歯科衛生
士がH23年度から常勤で配置され、専門的な相
談にものれるようになった。今後も継続して
く。

Ａ 28

保健師・看護師・栄養士・歯科衛生士などによ
る相談や情報提供を随時行える体制を継続して
いる。また、母子に対しては、個別の状況に合
わせて医療機関や子育て支援センター、発達支
援センター、言葉の教室などの専門機関と連携
を取りながら育児の支援を行っている。今後も
継続していく。

Ａ

30 〇 市内保育所調理担当者会議 ４－３（２） 子ども課

　認可保育所の調理担当者を対象に食事の作り
方、栄養価の計算、アレルギー対等等の研修会
を行うほか、管理栄養士が、毎月の献立表を作
成し、各保育所に提供していきます。入所児童
の食育の推進など健康管理を含め、栄養面やア
レルギー等に配慮した指導を進めていきます。

　研修会を行うことにより、他園の取り組みや
食の話題について話し合うことが出来た。しか
し行事や都合で欠席する園も有り、実施頻度を
検討し、継続していく。

Ａ 29

　毎月、研修会を行うことにより、他園の取り
組みや食の話題について話し合うことが出来
た。都合により欠席する園については、後日、
研修会の資料の配布と内容の説明をした。

Ａ

31 〇 〇 保育所栄養士による食指導の実施 ４－３（２） 子ども課

　保育所では、食事の指導とクッキング保育に
取り組み、望ましい食指導の定着に努めていき
ます。また、保護者に対して食習慣の啓発活動
を行っていきます。

栄養士による食指導は成果をあげており、今後
についても「食育だより」を継続し、家庭での
食習慣について考える材料として情報提供を行
う。

Ａ 30

　栄養士による食指導は成果をあげており、毎
月配布する「食育だより」を継続し、家庭での
食習慣について考える材料として情報提供を
行った。

Ａ

32 〇 〇 学校栄養教諭による食指導の実施 ４－９（２） 学校給食課

　成長過程にある児童生徒の健康増進に、必要
な食事を提供するとともに、栄養バランスに優
れた献立を通して、食に関する正しい知識と望
ましい食習慣を身につけさせるため、教育活動
の一環として実践的な指導を行っていきます。

　各学校、各学級へのこれまでの食の指導が児
童生徒に定着しつつある。
　今後も家庭や学校、地域との連携を図りなが
ら食育活動を推進していく。 Ａ 31

　各学校、各学級へのこれまでの食の指導が児
童生徒に定着しつつある。
　今後も家庭や学校、地域との連携を図りなが
ら食育活動を推進していく。 Ａ

33 〇 妊婦・乳幼児栄養指導 ４－４（11）
健康づくり
推進課

妊娠期は母体及び胎児の健康や発育、乳幼児
期は健康と食習慣形成の上で重要であり、母親
学級、乳幼児健診、各種相談・教室などを通し
て個人の状況にあわせた栄養指導を進めていき
ます。

　乳幼児健康診査では、栄養士1名が集団指
導、1名が個別相談対応するようになり、それ
ぞれの状況に応じた指導ができるようになっ
た。今後も継続していく。 Ａ 32

　乳幼児健康診査では、栄養士1名が集団指
導、1名が個別相談対応するようになり、それ
ぞれの状況に応じた指導ができ、話しやすい環
境を整える事が出来ている。今後も継続してい
く。

Ａ
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３つの視点
事業名 章・節 担当課

34 〇 性教育の実施 ４－９（２） 指導室

学校教育において、児童生徒の心身の発達にお
ける男女の役割と責任を生理学的、倫理学的面
から理解し、性に対する健全な態度を培い、現
代社会にふさわしい性道徳を確立するための教
育を進めていきます。

助産師や医療機関と連携した研修を行い、児
童生徒への指導の充実と、保護者への啓発に努
めていきます。

各学校が、自校の指導計画に基づいて計画的
に実践した。医療関係者を外部講師として招聘
し講演会等を開催した学校もあった。

保健主事はもちろんのこと、学校保健委員会
を積極的に活用するなどして、自校の実践をよ
り向上させるべく協議し改善を図りながら、今
後も継続していく。

Ａ 33

　全校で自校の指導計画に基づき、外部講師を
積極的に活用して性教育を実施した。学校保健
委員会等で評価を適切に行い、マンネリや形式
的な指導にならないように常に改善を図ってい
くことが課題である。

Ａ

35 〇 〇
喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の
実施

４－９（２） 指導室

学校教育において児童生徒の心身の発達や健
康で安全な、生活を送るための基礎を培うた
め、喫煙・飲酒・薬物乱用の防止に関する認識
を深め、現在及び将来において健康で安全な生
活を送る態度を育成する教育を進めていきま
す。

警察や医療機関などの関係機関と連携した研
修を行い、児童生徒の健康で安全な生活を、築
こうとする態度の育成と保護者への啓発に努め
ていきます。

各学校が、自校の指導計画に基づいて計画的
に実践した。

また、警察や医療関係者を外部講師として招
聘し講演会等を開催した学校もあった。

保健主事はもちろんのこと、学校保健委員会
を積極的に活用するなどして、自校の実践をよ
り向上させるべく協議し改善を図りながら、今
後も継続していく。

Ａ 34

　平成２７年度に薬物乱用防止教室等を実施し
た学校は、小学校８校、中学校９校で、警察や
医療関係者、指導資格を持つ外部団体等の人材
を外部講師として活用している。
　次年度以降、100％の開催を目指し、取組を
継続していく。

Ａ

36 〇 〇 小児科医の日曜･緊急当番医 ４－４（９）
健康づくり
推進課

年間を通して、二次医療圏単位で、病院群輪番
制方式（岩見沢市立総合病院、市立美唄病院）
により小児救急医療に係る休日・夜間の診療体
制を整え、市民の安心・安全を守るため小児救
急医療体制の確保・充実に努めます。

　通年で小児科専門医による小児救急医療体制
を整え、実施できたことは画期的であり、市民
に好評を得ている。今後も継続していく。

Ａ 35

　通年で小児科専門医による小児救急医療体制
を整え、実施できたことは画期的であり、市民
に好評を得ている。今後も継続していく。

Ａ

37 〇 〇 予防対策事業 ４－９（１）
健康づくり
推進課

感染症の発生及びまん延予防のため、予防接
種を行っていきます。

接種率の向上を目指し、感染症の流行の把握
や、未接種者への勧奨を行っていきます。

　ヒトパピローマについて、平成25年６月に厚
生労働省からワクチンとの因果関係が否定でき
ない持続的な痛みなどの副反応が接種後にみら
れたことから、適切な情報提供ができるまでの
間、積極的な勧奨を控えるよう勧告があり、現
在も継続中である。事業としては、今後も継続
していく。

Ｂ 36

　接種率は概ね8～9割を達成できている。今後
も接種率の向上を目指し、わかりやすい周知や
未接種者の勧奨を行っていく。

Ａ

38 〇 〇 子どもの心の相談医 ４－９（１）
市立総合病
院

　市立総合病院小児科で毎週火曜日（13:30～
15:30）及び第2、4木曜日（13:30～15:30)に、
予約制による「子どもの心の相談医」を行うな
ど、子どもの心のケアや子育てを支援するた
め、関係機関と連携し相談体制の充実に努めて
いきます。

　毎週火曜日に予約制にて認定医師２名が対応
している。今後も継続していく。

Ａ 37

 　毎週火曜日医師により予約制にて相談を実
施しているなか、平成２７年度からは毎週金曜
日並びに臨床心理士による相談を月２回新たに
加える等充実を図った。

Ａ

39 〇 親になるための交流事業 ４－９（２） 子ども課

　中・高生等が直接子育てをしている親子と語
らい、交流できる場の提供を行っていきます。

中学生の乳幼児・母親などとの交流の場は設
けられなかったが、高校生が「ひなたっ子」で
乳幼児・母親と交流し、いたわりや思いやりの
心を育んだ。今後も継続していく。

Ｂ 38

　高校生が「ひなたっ子」で乳幼児・母親と交
流し、命の大切さ、赤ちゃんや子育て中の親に
対するいたわりや思いやりの心、また、自分を
育ててくれた親への感謝の気持ちを育むことが
できた。
　なお、中学生に対して交流の場を設けられな
かった。

Ｂ



安全 安心 笑顔
Ｈ26までの評価と課題 評価 新№ Ｈ27の評価 評価事業内容№

３つの視点
事業名 章・節 担当課

40 〇
ティームティーチング、少人数指
導の実施

４－９（２）
指導室・学
校教育課

　指導方法工夫改善のため、教員の加配を行う
とともに、各学校で学校課題、児童生徒の学習
状況に応じたティームティーチング（ＴＴ指
導）、少人数指導を行っていきます。児童生徒
の実態に合わせた指導を行うなど充実に努めて
いきます。

空知管内の加配人数枠が決まっていることか
ら、配置を希望する学校に必ずしも配置するこ
とができていないが、児童生徒の実態等に合わ
せたきめ細かな指導によって、基礎・基本の定
着を図り、学力向上に成果を上げており、今後
も継続していく。

Ａ 39

　少人数、TT指導の中でも習熟度別学習に取り
組む学校が増加している。教員の加配がない学
校においても工夫して何らかの形で同様に指導
が行われており、今後も取組を継続していく。

Ａ

41 〇 学力向上対策事業 ４－９（２）
指導室・学
校教育課

　子どもたちが自ら学び考える力や、豊かな心
と健やかな体を育成するために、各学校が創意
工夫のもとで取り組む活動を支援していきま
す。

自校の取組を検証しながら、指導方法等の改
善をすすめ、児童生徒の学力向上・体力向上に
努めている。

また、指定事業を受けている学校は、調査研
究を行うとともに実践事例の積み上げを行って
おり、今後も継続していく。 Ａ 40

　各学校とも、ボランティアを活用して、放課
後学習や長期休業中の学習会に積極的に取り組
んでいる。また、Quテストの活用方法の校内研
修に取り組んだり、ピアサポート、構成的グ
ループエンカウンターの手法を取り入れる等、
子どもの豊かな心の育成のために工夫して取り
組んでいる。

Ａ

42 〇
総合的な学習の時間等における外
部人材の活用

４－９（２） 指導室

　各学校で創意工夫をこらした学習内容に合わ
せて、様々な教育活動で外部からの人材を活用
し、学習内容の充実に努めていきます。

平成16年度から、補助事業として各学校が創
意工夫のもとで外部人材を活用する活動を支援
してきた。

その内容は、主要教科における授業支援、道
徳や総合的な学習の時間における講演会、農
業・自然体験や伝統文化体験、学校環境の美化
活動など多岐にわたり、多くの外部人材が教育
活動に参加することにより、学習内容の充実と
学校活動の活性化が図られた。今後も継続して
いく。

Ａ 41

　指導室の「学校・地域元気アップ支援事業」
で外部人材の活用をコーディネートしている
他、「みらい広がる学校活動支援事業」補助金
を謝礼・交通費等に活用していることもあり、
他地域に比較して本市の各学校の外部人材の活
用は活発であり、大きな成果を挙げている。

Ａ

43 〇 〇

教育支援センター事業

44番と統合

スクールカウンセラー。スクール
ソーシャルワーカー、心の相談員
の活用

４－９（２） 指導室

スクールカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカー、心の教室相談員等を配置し、児童生
徒の発達段階や実態に配慮し、悩みや不安の解
消・問題行動の解決を図ります。

社会の急激な進展に伴い、学校や児童生徒を
取り巻く環境は大きく変化している。本事業で
は、悩みを抱えている一人ひとりの児童生徒ま
たは保護者等に指導・助言し、困難の解決を援
助することによって、学校生活等に適応させ、
人格の健全な成長を援助した。

平成25年度にスクールカウンセラーを市内全
中学校に配置するとともに、平成26度よりス
クールカウンセラースーパーバイザー、医療ア
ドバイザーを配置した。これらを組織的に活
用・連携しながら，悩み・不安・ストレスを感
じている児童生徒を支援していく。

Ａ 42

　教育支援センターが設置され、延べ相談件数
は、424件と前年度の約７倍となった。スタッ
フは相談を待つだけでなく、積極的に学校訪
問・授業参観を行い、専門家の視点から支援が
必要に見える子どもをピックアップする等、早
期対応に心がけた。登校支援室は、28人に支援
を行い、7人が学校復帰を果たしている。

Ａ

44
43番と統合

学校適応指導教室・登校支援事業
４－９（２） 指導室

学校適応指導教室「レインボークラブ」を開設
するとともに、不登校児童生徒一人ひとりの実
態に即して意欲や自立心を培い、社会性・協調
性を育み学校復帰を支援していきます。

不登校児童生徒について、個別指導・教育相談
等や原籍校・家庭へ訪問指導するなど、連携を図り
ながら学校復帰を援助することができた。
今後も不登校児童生徒が学校復帰する時の課題
として、学力の低さがあることから、在籍校の担任等
と連携した学習指導の充実を図る必要がある。
また、適応指導教室に通級しないで、家に引きこ
もっている不登校児童生徒への対応を今後も充実
させていく。

Ａ
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45 〇 道徳教育の充実 ４－９（２） 指導室

　道徳教育は、「道徳の時間」を要として学校
の教育活動全体で行っていきます。また、「副
読本」や「心のノート」を活用した指導を充実
させ、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度
などの道徳性を養うよう努めていきます。

道徳教育の組織的・計画的な展開を進めるべ
く、自校の全体計画や年間指導計画を整備する
とともに、副読本や心のノートを活用した授業
等が行われた。

今後、授業等を保護者や地域住民等に積極的
に公開するなどの取り組みを進め、家庭や地域
社会との共通理解を深めながら継続していく。

Ａ 43

　平成２７年度「北海道道徳教育推進校事業」
研究指定校となった日の出小学校を中心に、道
徳の時間の授業づくりの研修が各校で進められ
た。また、地域人材の活用も積極的に進められ
ている。

Ａ

46 〇 生徒指導の充実 ４－９（２） 子ども課

各学校で、児童生徒の理解に基づき、一人ひ
とりの存在感を高める積極的な生徒指導を行
い、各学校や関係機関が連携した対応を図って
いきます。

生徒指導の機能を生かして、一人ひとりの自
己実現が図られる指導の充実に努めるととも
に、関係機関との連携強化に努めていきます。

　問題行動等について、各中学校の生徒指導担
当者が実態把握・行動連携のため毎週定例的に
会議を開催することで、児童生徒の健全育成と
非行防止、交通事故防止等に努めることができ
た。児童生徒を取り巻くインターネット環境の急速
な発達に伴い、青少年問題行動や青少年を巻き込
んだ事故等が多様化しているため、今後も継続して
いく。

Ａ 44

　各中学校の生徒指導担当者が実態把握・行動
連携のため毎週定例的に会議を開催すること
で、児童生徒の健全育成と非行防止に努めるこ
とができた。また、ネット社会を生きる子ども
たちが非行・被害に巻き込まれないよう適切に
機器を利用していくことができるよう、リーフ
レット「家族の約束」を作成し、学校や関係機
関と連携し普及啓発を行った。今後も青少年の
ネット利用に関する取組を継続していく。

Ａ

47 〇
スポーツ少年団指導者講習会の
PR・勧奨

４－９（２）

生涯学習・
文化・ス
ポーツ振興
課

　（財）日本体育協会等主催の講習会の開催に
ついて、関係団体（体育協会加盟団体・スポー
ツ少年団等）に情報を提供するなど、資格取得
の勧奨を行い、広い分野の指導者の充実に努め
ていきます。

　少子化の影響を受け、解散する少年団があり
指導者登録者数は減少したが、講習会のＰＲや
資格取得の勧奨に努めた結果、有資格者の割合
が増加傾向にある。指導可能競技の偏りは解消
されていないが、有資格者が増えて、専門的指
導が図られた。今後も継続していく。

Ｂ 45

　少年団数は前年度と同数であったが、少子化
の影響を受け、全体的に登録者数は減少した。
　ただ、各少年団登録にスポーツ少年団の認定
員資格者を２名以上登録することが義務付けら
れたため、多くの指導者が認定員講習会を受講
し、各少年団の指導体制の充実を図ることがで
きた。

Ａ

48 〇 中学校選択制度 ４－９（２） 学校教育課

　中学校全ての中から、子どもと保護者の希望
により選択して入学することができる「学校選
択制度」に取り組みます。

　平成25年度に実施したアンケート調査では、
制度を利用して入学した生徒とその保護者の９
割以上が、選択した学校に「大変満足してい
る」又は「満足している」と回答。また、多く
の中学校が、選択制度の導入により「特色ある
学校づくりの推進」や「教職員の意識向上」な
ど良い影響があったと回答している。一方、少
数ではあるが、学校を選択した目的を達成でき
ない生徒もいることから、制度は継続しながら
も、学校を選択するために必要な情報発信やア
ンケート調査の継続的な実施による検証を行っ
ていく。

Ａ 46

　平成25年度に実施したアンケート調査では、
制度を利用した生徒とその保護者の９割以上
が、選択した学校に「大変満足している」又は
「満足している」と回答。また、多くの中学校
が、制度の導入により「特色ある学校づくりの
推進」や「教職員の意識向上」など良い影響が
あったと回答している。一方、少数ではある
が、学校を選択した目的を達成できない生徒も
いることから、平成25年から学校説明会、平成
27年入学者から学校との面接を実施するなど、
必要な情報提供及び不安解消に努めている。今
後もアンケート調査による検証を行いながら制
度を継続していく。

Ａ

49 〇
ホームページによる教育情報の公
開

４－９（２） 学校教育課

　岩見沢市の教育活動の情報を、より多くの人
に提供しサービスの向上を図るため、インター
ネット上に教育委員会ポータルサイトを作成、
公開しており、情報提供の一層の充実に努めて
いきます。

従来のホームページに加え、平成24年2月に
ツイッター、平成25年11月にはフェイスブック
を開設し、SNSでの情報発信にも取り組んだ。

SNSはホームページの更新情報の提供など事
後的な発信が多いが、今後は行事案内等の事前
発信を増やすなどの工夫をしながら継続してい
く。

Ａ 47

　従来のホームページが岩見沢市ホームページ
に統合され、担当課による更新が可能となり、
作業の迅速化が図られた。フェイスブックは
年々、ファン数が増加しているが、写真使用の
確認などにより一部更新が遅れることがあるた
め、今後は素早い情報発信に努めていきたい。

Ａ
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50 〇
学校施設の計画的な整備の実施
（旧名称：学校改築の計画的な実
施）

４－９（２） 学校教育課

老朽化した学校施設の改修・改築等を計画的に
行う。

学校の改築等については年次計画により実施
し、事業は全て予定どおり終了した。

旧耐震基準で建設され耐震強度が十分に確保
されていない校舎等の耐震化が急務であり、今
後も継続していく。

Ａ 48

　学校の改築等については年次計画により実施
し、事業は計画通り実施された。
　旧耐震基準で建設され耐震強度が十分に確保
されていない校舎等の耐震化を今後も継続す
る。

Ａ

51 〇 幼児教育支援事業 ４－３（２） 子ども課

幼稚園に対し運営や建築に係る支援を行い、幼
児教育の充実向上に努めていきます。

岩見沢市私立学校助成条例に基づき、計画ど
おり市内私立幼稚園（平成25年度から１園閉
園）の事業費に対する助成及び連合会に対する
助成を実施。これにより私立学校の経営安定と
幼児教育の振興、教職員の資質向上に貢献し
た。

園舎の増改築補助金については、平成13年度
に聖十字幼稚園の増築に係る補助金を交付して
以降申請がないが、今後も継続していく。

Ａ 49

　岩見沢市私立学校助成条例に基づく市内私立
幼稚園の事業費及び連合会に対する助成を実施
することにより、私立学校の経営安定と幼児教
育の振興、教職員の資質向上に貢献できた。
　今後も継続していく。

Ａ

52 〇 いわみざわ花と緑の少年団事業 ４－９（２）
公園緑地環
境課

　花や緑を愛し、自然に親しむ心を子どものう
ちから育てることにより、地域や家庭での花と
緑のリーダーとして活躍する人材を育成してお
り、人材の拡大に努めていきます（小学校4～6
年生対象）。

計画どおり遂行され、計画どおりの成果を得
た。

指導者の高齢化による人材不足が課題である
が、今後も継続していく。 Ａ 50

　計画どおり遂行され、計画どおりの成果を得
た。
　団員の減少及び指導者の高齢化による人材不
足が課題であるが、今後も継続していく。 Ａ

53 〇 〇 環境浄化モニター活動 ４－９（３） 子ども課

　小・中・高校の子どもを持つ母親を中心に選
出された28名のモニターで、一般書店やコンビ
ニエンスストア、カラオケボックス等を巡回
し、青少年に悪影響を及ぼすと思われる有害な
環境がなくなるよう関係業界に働きかけを行っ
ていきます。

　携帯電話やスマートフォンの急速な普及に伴
い、有害情報の氾濫、インターネット上におけ
る誹謗中傷などのトラブルやコミュニティサイ
トを利用した事件が増加していることから、巡
回活動、研修会の開催や広報誌の発行など青少
年の健全育成に資する活動を実施した。今後も
継続していく。

Ａ 51

　各家庭へ配布する広報誌ふれあいを通じ、携
帯電話やスマートフォンの使用によるトラブル
事例や有害情報の氾濫等について情報提供する
など、保護者向けの注意喚起を行った。また、
研修会の開催や補導員と連携した巡回活動を実
施した。今後も継続していく。

Ａ

54 市営住宅の公募
《他の計画で

実施》
建築課

市営住宅(3LDK・3DK)への入居条件は、3人以上
の世帯としており、今後も引き続き対応してい
くとともに、母子世帯の入居への配慮について
検討していきます。

市営住宅への入居基準で3LDK・3DKは3人家族
以上である。

平成24・25年度の公募状況結果では、3LDK・
3DK住宅への入居希望が減少していることか
ら、応募が少ない東町団地並びに北村、栗沢地
域の既存住宅への入居基準を3人から2人家族以
上へ緩和した。

Ａ

55 シックハウス対策の推進
《他の計画で

実施》
建築課

シックハウスは、居住する者の健康に悪影響
を及ぼすものです。

新築や増築を行う建築確認申請建物について
は、建築基準法に基づいて指導を行うととも
に、公共建築物では、室内空気環境の検査を
行っていきます。

公共建築物竣工時に室内空気中の化学物質の濃
度測定を行った。今後とも継続実施する。

Ａ

56 安全な歩道整備事業
《他の計画で

実施》
土木課

　安全で歩きやすい歩道の確保や、ゆとりのあ
る歩行空間に配慮した歩道造成、拡幅を行って
いきます。

歩道を整備した箇所については、計画通りの
成果を得た。

しかしながら、学校周辺にも未整備の路線が
多く残っており、歩道の整備には多大な費用や
時間も要することから、整備実施までの安全対
策や中長期財政計画を踏まえた整備方針などが
課題となっている。

Ｂ

57 〇
公共構築物のユニバーサルデザイ
ンの推進

４－９（３） 建築課

　新たに建設される公共建築物については、多
目的トイレを設置しています。施設によりトイ
レ内にベビーシートを設けたり、女性用トイレ
にも小児用小便器を設置するなど、整備を図っ
ていきます。

計画どおり、新設の建築物にベビーベッド及び
小児用小便器を設置できた。今後も継続してい
く。

Ａ 52

計画どおり、新設の建築物にベビーベッド及び
小児用小便器を設置できた。今後も継続してい
く。

Ａ
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58 まちづくり総合支援事業 《廃止》
中心市街地
活性化推進
室

　中心市街地活性化基本計画に基づく、市街地
の整備改善事業として、買い物客が安全に歩行
できるように、歩道の拡幅や段差の解消等の整
備を行っていきます。

　平成24年４月にポルタビルが再生オープン
し、子育て支援施設が供用されたことから、若
いお母さんと子どもの利用者が増加した西３丁
目通の改良を行った。２条通の道路改良を予定
していたが、３条通の痛みが激しいため、整備
の優先度が高いと判断した。また、併せて４条
通（道道）歩道部分を表面舗装し、ポルタビル
利用者が安全かつ快適に歩行できるようになっ
た。

Ａ

59 〇
公園トイレ整備（旧名称：公園ト
イレ整備事業）

４－９（３）
公園緑地環
境課

　全ての人が安全・安心して利用できるよう
に、トイレの水洗化及びバリアフリー化の整備
を行っていきます。

計画どおり遂行され、計画どおりの成果を得
た。今後も継続していく。

Ａ 53

　計画どおり遂行され、計画どおりの成果を得
た。今後も継続していく。

Ａ

60 歩行者優先の道路整備事業
《他の計画で

実施》
土木課

　安全・安心に利用できる歩行者優先の道路整
備を進めていきます。

バリアフリー化に対応した歩道の構造基準が
策定（平成11年）される以前の歩道が多く残っ
ていること及び歩道の整備には多大な費用や時
間を要するという課題はあるものの、計画的に
整備を進めており、歩道を整備した箇所につい
ては、計画どおりの成果を得た。

Ａ

61 〇 〇 街なかにおける一時預かり事業 ４－４（８）
民間実施・
市民連携室

男女共同参画の視点に立った子育て支援とし
て、買い物や通院、リフレッシュ等のために街
なかで利用できる一時預かり及び親子の遊びの
広場「さんかくぼうし」を運営していきます。

女性団体が実施している事業の情報提供を市
民に行うとともに、ボランティアスタッフ等を
対象として研修会を行い、子育て親子の支援に
努めていきます。

女性団体の活動育成の成果として男女共同参
画の視点に立った子育て支援事業が実施できて
いる。

街中で子育て支援を目的に実施しており、開
設場所が「岩見沢ワークプラザ」から「ナカノ
タナパートⅡ」に変更したが、遊具も充実して
いるためリピーターも多い。

利用者を増やす工夫も行っており（出張一時
預かり等）、また、車で訪れる利用者の駐車料
の負担が課題となっているが、今後も継続して
いく。

車で訪れる利用者の駐車費用が弊害となって
いる。

Ａ 54

　女性団体の活動育成の成果として男女共同参
画の視点に立った子育て支援事業が実施できて
いる。
　街中での子育て支援を目的に実施しており、
開設場所が「ナカノタナⅡ」へと変更し、遊具
等も充実しているためリピーターも多い。
　利用者を増やす工夫として出張一時預かり等
も行っているが、車で訪れる利用者の駐車料の
負担が課題となっている。今後も継続してい
く。

Ａ

62 〇
子どものあそび場整備（旧名称：
子どもの遊び場整備事業）

４－６
公園緑地環
境課

　都市公園を子どもやお年寄りはもちろん、障
がいのある方にも使用してもらえるよう、地域
住民の意見を取り入れた整備を進めており、小
規模公園も視野に入れながら整備に努めていき
ます。

　住民の意見を取り入れた整備を進めているこ
とから、完成後の公園利用状況・市民評価は良
好であり、今後も継続していく。

Ａ 55

　住民の意見を取り入れた整備を進めているこ
とから、完成後の公園利用状況・市民評価は良
好であり、今後も継続していく。

Ａ

63 〇
ワークライフバランスの推進（旧
名称：いわみざわ男女共同参画実
践プランの推進）

４－４（１） 市民連携室

子育ての負担を和らげ、誰もが安心して子育
てができるよう「仕事と生活の調和が図れるよ
うな働き方の見直し」、「多様なライフスタイ
ルに対応した子育て支援の充実」、「家庭生
活、地域社会への男女共同参画の推進」などの
実践プランに示されている施策の実現に向け、
市民、地域、企業等と連携を図りながら、効果
的な推進に努めていきます。

育児・介護をしながら働き続ける労働者に対
し、多様で柔軟な働き方が選択できるよう、各
制度の情報提供に努めていきます。

「いわみざわ男女共同参画実践プラン」を策
定したことで、市民会議をはじめとする関係団
体との協働体制が明確となり、基本課題のひと
つである男女の職業生活と家庭・地域生活の両
立支援についての施策を明確に示すことができ
た。

実践プランで各施策が明確化されたことによ
り、関係各課が積極的に取り組むようになっ
た。今後も継続していく。

Ａ 56

　「第２次いわみざわ男女共同参画実践プラ
ン」の基本課題の一つである仕事と生活の調和
の促進は、市民会議をはじめとする関係団体と
の協働で啓発し、少しずつ普及促進されてい
る。
　育児・介護をしながら働き続ける労働者に対
し、両立のための相談や情報提供を今後も継続
していく。 Ａ

64 〇 交通安全教室 ４－９（３） 市民連携室

　子どもを対象として自動車学校、運送会社の
協力により、ダミーや自転車を使った参加・体
験・実践型の交通安全教室を行っており、内容
の充実に努めていきます。

　交通安全教室をとおして交通安全意識の高揚
と交通マナーについての理解を深めることがで
きた。今後も継続していく。

Ａ 57

　交通安全教室をとおして交通安全意識の高揚
と交通マナーについての理解を深めることがで
きた。今後も継続していく。

Ａ
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65 〇 民間における交通安全の確保 ４－９（３） 民間実施

民間においても交通安全の講習会や、チャイ
ルドシートの効果や正しい使用方法の普及活
動、また、チャイルドシートの無料貸し出しを
行っています。

これらと連携を取りながら子ども等の交通安
全対策を進めていきます。

　交通安全母の会会員の減少、高齢化などの課
題があるが、計画どおり事業を実施しており、
今後も継続していく。

Ａ 58

　交通安全母の会等各団体会員の減少、高齢化
などの課題があるが、計画どおり事業を実施し
ており、今後も継続していく。

Ａ

66 〇 フッ化物先口事業 ４－９（１） 子ども課

　フッ化物洗口については、関係機関と連携
し、むし歯予防に努めていきます。

　実施施設等へフッ化物洗口剤等の配付を行
い、事業が継続できるよう働きかけていく。

Ａ 59

　保育所や幼稚園等に通う満４歳以上の児童を
対象とした虫歯予防のためのフッ化物洗口事業
を実施施設の協力のもと希望する児童に実施す
るとともに、実施施設にフッ化物洗口剤等を配
付し、事業を継続して実施することができた。
今後も継続していく。
（実施施設数：27施設）
（延べ実施児童数：11,316人）

Ａ

67 〇 市防犯協会への支援 ４－９（３） 市民連携室

　地域の実態に即した安全活動の推進、広報啓
発活動の推進等、防犯活動を行っており、今後
も支援していきます。

　地域の安全・安心を図るため、今後も継続し
ていく。

Ａ 60

　市防犯協会の啓発活動、防犯活動の支援を
行った。今後も継続していく。

Ａ

68 〇
街路灯の維持管理と新設･敷設替
の支援

４－９（３）
土木課、市
民連携室

　市が管理する街路灯については、新設、敷設
替、修善を計画的に進め、管理していきます。
また、町内会が管理する街路灯に対しても、新
設及び敷設替等維持管理に係る費用を支援する
ことにより、夜間における道路交通の安全確保
と防犯に対策を行っていきます。

街路灯の老朽化が進む中、財源の確保とLED
化が今後の課題となっているが、今後も継続し
ていく。

Ａ 61

　市が管理する街路灯については、計画的に今
後も継続していく。
　町内会が管理する街路灯については、新設及
び敷設替等維持管理に係る費用の支援により、
LED化が進んだ。今後も夜間における道路交通
の安全確保と防犯対策として継続していく。

Ａ

69
「子ども110番の家」(サポートハ
ウス)

《廃止》 民間

　子どもが不審者から声をかけられたりした場
合等、子どもが駆け込むことができる「子ども
110番の家」があり、今後も支援していきま
す。

岩見沢警察署が行う事業であり、当初に「子ど
も110番の家」に登録後の、変更、新規登録等
が把握されていないが各地域に設置されてお
り、効果があった。

Ａ

70 〇 防犯啓発活動 ４－９（３） 市民連携室

防犯対策として、啓発チラシの全戸配布や街
頭での啓発活動を行っており、今後も推進して
いきます。防犯旗については希望する町内会に、
また、訪問販売防止ステッカーや振り込め詐欺防止
シールを、希望者に配布していきます。
また、子どもが自ら身を守るための防犯研修に取り
組んでいきます。

　市内の犯罪状況等の変化に対応できる体制の
維持が課題であり、今後とも継続実施してい
く。

Ａ 62

　5大まつり会場における街頭啓発活動やFMは
まなす、IHKでの放送、防犯メールによる情報
提供・注意喚起などの防犯啓発活動を行った。
　また、防犯旗を町内会で掲揚、訪問販売防止
ステッカーや振り込め詐欺防止シールを、希望
者に配布した。今後とも継続実施していく。 Ａ

71 〇 〇 児童虐待早期発見事業 ４－４（６）
健康づくり
推進課

妊娠届出時から乳幼児健診までの問診項目で
生活・子育て環境を把握し、早期支援を行って
いきます。

支援の必要な保護者の早期発見、早期支援に
結びつくための事業を進めていきます。

ハイリスク妊産婦を早期把握・支援すること
ができている。産後うつを早期に把握し、虐待
予防につなげている。

現在、保健所の事業として周産期養育者支援
保健・医療連携システムが実施されており、医
療機関との連携を図ることができている。

4～5か月児及び8～9か月児健康診査でも育児
アンケートを取り、個々の育児背景等の把握が
できている。

健診未受診者の中には日中連絡のとれない
ケースもおり、夜間訪問を実施するほか、他機
関とも連携し、全数把握するよう努め、今後も
継続していく。

Ａ 63

ハイリスク妊産婦を妊娠届出時から継続的に早
期把握・支援することができており、また産後
うつを早期に把握し虐待予防につなげている。
　そして、保健所の事業として周産期養育者支
援保健・医療連携システムが実施されており、
医療機関との連携を図っている。
　4～5か月児及び8～9か月児健康診査でも育児
アンケートを取り、個々の育児背景・親の思い
等の把握も行えている。
　健診未受診者の中には日中連絡のとれない
ケースもいるため、夜間訪問を実施するほか他
機関とも連携し、全数把握するよう努め今後も
継続していく。

Ａ
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３つの視点
事業名 章・節 担当課

72 〇 〇 母子自立支援員配置 ４－８ 福祉課

母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家
庭及び寡婦家庭の相談、自立に必要な情報提供
や指導及びそれらの家庭に対し職業能力の向上
や、求職活動に関する支援を行っていきます。

相談内容は、子育て、生活、就労、養育費の
確保など幅広く、また、必要な情報提供や各種
施策の活用について、きめ細かい対応に努めて
いきます。

　母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家
庭及び寡婦家庭の相談、自立に必要な情報提供
や指導及びそれらの家庭に対し職業能力の向上
や求職活動に関する支援を行った。今後も継続
していく。

Ａ 64

　母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家
庭及び寡婦家庭に対して自立に必要な情報提
供、職業能力の向上や求職活動に関する支援・
指導の他、子育て、生活、養育費の確保など生
活面に関する相談に幅広く対応することができ
た。
相談件数　延べ 796件

Ａ

73 〇 〇 子ども発達支援センター ４－７ 子ども課

　発達の遅れ、または障がいのある児童とその
家族が、身近な地域において適切な相談支援、
及び療育を受けることができるよう、社協が設
置・運営している、通所支援事業所「つみき
園」を、児童発達支援センターとして指定し、
子どもの発達支援体制の整備を進めていきま
す。

平成24年度の児童福祉法の改正による「障害
児通所支援」メニューの充実・強化に伴い、職
員体制を整備し、早期療育を必要とするニーズ
への対応を行った。

要支援児童が増加しており、ニーズに対応す
るため、より一層の体制整備を進める必要があ
る。

Ａ 65

　平成24年度の児童福祉法の改正による「障害
児通所支援」メニューの拡充・強化に伴い職員
体制を整備し、早期療育を必要とするニーズへ
の対応を行った。
　要支援児童が増加しており、ニーズに対応す
るため、より一層の体制整備を進める必要があ
る。

Ａ

74 運動発達精密検査事業 《廃止》
健康づくり
推進課

乳幼児健診などにより、運動発達の遅れが疑われ
る乳幼児を対象に専門外来を紹介しています。
運動発達の専門医の診察が、障がいの早期発
見、早期療育さらに親の不安の軽減に結びつくこと
から事業を進めていきます。

　各乳幼児健康診査で精密検査として扱い、早
期受診につなげている。今後も継続していく。

Ａ

75 〇 児童心理相談員による相談 ４－７ 子ども課

1歳6か月児健診、3歳児健診等で必要な児童
には保護者の希望に応じ、発達・療育相談を随
時行っていきます。保護者とともに幼児の発達
状況を確認し、適切な対応の仕方を助言し、専
門機関を紹介していきます。

心理相談員の判定・助言により、母親が適切
な対応が図れるよう支援していきます。保育所
や小学校に出向き、集団活動での対応について
の助言や小学生の個別支援を行っていきます。

　保育園、幼稚園等の関係機関と連携を図り実
施できた。今後も継続していく。

Ａ 66

保健センター、幼稚園・保育園・教育支援セ
ンター、小学校等との連携により相談件数が増
加傾向にあり、子どもの成長の早い段階での障
がいの発見・療育、発達支援が図られている。

Ａ

76 〇 〇 幼児健診事後指導教室 ４－７
健康づくり
推進課

心理相談員、保育士、保健師がスタッフとな
り、幼児健診後、発達経過を観る必要のある幼
児及び育児不安等のある母親を対象に、集団の
場を利用し助言指導を行っていきます。

療育が必要な児童には、関係機関と連携し、
適切な支援の提供に努めていきます。

　キッズクラブは、３歳児健診で発達の遅れの
ある幼児または子どもの関わり方に援助が必要
な保護者に対し集団の場を提供し、子どもの発
達状況を確認するとともに日常生活での関わり
方を助言する目的で行ってきた。
　参加者のほとんどがプレ幼稚園などの集団を
利用し、参加数も減ってきていることから平成
25年度より教室を終了、個別支援に変更し、今
後も継続していく。

Ｂ 67

教室の対象を1歳6か月児健診以降、3歳児健診
までの児として実施しているが、健診や発達相
談で紹介を受け、通級につながる児がここ数年
増加し、個々への対応が不十分になる状況が出
てきたため、実施体制を月1回から2回に変更
（対象児は別々）。各10～15名前後の参加があ
る。適切な時期に発達を確認し、また児への関
わり方等保護者への助言を行うため、臨床心理
士、保育士、作業療法士、保健師等各専門職種
がスタッフとして入り、個々の相談にあたって
いる。今後も継続していく。

Ａ



安全 安心 笑顔
Ｈ26までの評価と課題 評価 新№ Ｈ27の評価 評価事業内容№

３つの視点
事業名 章・節 担当課

77 〇 〇 幼児ことばの教室 ４－７ 指導室

ことばの発達に障がいや課題を持つ幼児・児
童の心身の健全な発達を援助し、ことばの障が
いの早期発見・早期療育を行う。

幼稚園、保育園（所）、保健センターなど他
機関との連携を図り、早期発見、早期療育に努
めていきます。

少子化にあっても、幼児・児童ともに利用者
は増えている。ことばは、対人関係や学習面な
ど様々な発達に影響を及ぼすため、早期に支援
をすることで課題の改善・緩和を図り、子ども
たちの健全な成育を保障することができた。

共働きで引率不可、児童は中央小か栗小に放
課後通級を要するなどの理由で、支援から漏れ
る子どもをフォローする体制づくりが課題。文
科省H24調査では、「通常級で何らかの支援を
要する子どもの割合6.5%」と言われており、岩
見沢の人口規模からみて個別支援の潜在的ニー
ズは高いと考えられるため、今後も継続してい
く。

Ａ 68

　平成２７年度は、約１００名の子どもにこと
ばの支援を行った。また、小学校のことばの教
室と連携を図り、引継ぎを充実させる等、ス
ムースな接続を心がけた。

Ａ

78 〇 〇 特別支援教育推進事業 ４－７ 指導室

心身に障がいを持つ児童生徒、及び特別な教育
的支援を必要とする児童生徒の自立と、社会参
加に向けた教育的ニーズを把握し、適切な就学
指導及び必要な支援を行っていきます。

心身に障がいを持っていたり、教育的支援を
必要とする児童生徒が、安心して学校生活を送
るために不可欠な取り組みとして果たす役割は
大きい。

LD・ADHD・高機能自閉症等の発達障がいを持
つ児童生徒の増加に伴い、特別支援教育支援員
の人数以上に、支援員を希望する学校が増えて
きている。また、特別支援学級に在籍する児童
生徒の障がいが重度・重複化してきている。就
学指導の判定にあげられる幼児・児童・生徒数
も年々増加しており、今後も継続して取り組ん
でいく。

Ａ 69

　特別支援教育は、特別支援学級担当者のみな
らず、全教職員が特別支援教育について理解
し、共通の認識の上に教育活動が展開されなけ
ればならない。また、特別支援学級の担当者は
高度の専門性が要求されるが、人事上の問題も
あって、指導力の格差もみられる。これらに対
応するため、市特別支援教育推進委員会で共通
認識を図るとともに、市教育支援センターの専
門家スタッフを校内研修の講師として派遣する
等、研修の充実に努めた。

Ａ

79 〇 〇 児童見守りシステム ４－９（３） 指導室

　児童の安全・安心確保を目的に、市の光ファ
イバー網などの環境を利活用したICタグ（無線
末端）による見守りサービスを、希望者を対象
に実施していますが、3年生まで対象者を拡大
し、全小学校と3児童館に設置しているICタグ
を検知するセンサーを全児童館に整備するとと
もに、全小学生対象の不審者情報の一斉同報
サービスを含めた見守りシステムの拡大を図っ
ていきます。

年々「ICタグサービス」「一斉同報サービ
ス」の利用者が増えている。

「一斉同報サービス」の情報提供を各校より
行うことが出来るようになったことを踏まえ、
小学校のみではなく全中学校に利用範囲を拡充
することを目指していく。

Ｂ 70

　平成２７年度は、小学校全体で７７．８％の
利用率で、１年生８８％、２年生８９％、３年
生９０％、４年生８２％、５年生７９％、６年
生が４１．２％となっており、６年生の利用率
が低かった。次年度以降は、利用率も高まるも
のと考えており、１００％の利用を目標に学校
を通じて各家庭に働きかけていく。 Ｂ

80 〇 乳幼児等医療費の助成 ４－４（９）
国保医療助
成課

就学前の乳幼児と小学生を対象に、医療費を
助成していきます。

助成の範囲は、就学前の乳幼児の入院・通院
と小学生の入院で、保険診療の自己負担額と
なっています。

北海道は、３歳以上の課税世帯は１割、３歳
未満及び３歳以上の非課税世帯は初診時一部負
担金相当額となっていますが、岩見沢市では北
海道基準を拡大して全額助成となっています。

平成24年10月から市独自に助成対象を拡大し
たこともあり、子育て世帯の医療費負担の軽減
に寄与している。

また、疾病の早期発見や早期治療により、子
どもの健康の保持増進につながっており、今後
も継続していく。

Ａ 71

　平成２４年度から引き続き市単独での助成対
象の拡大を継続し、子育て世帯の医療費負担の
軽減、子どもの健康の保持増進を図った。

　受給者数　4,939人
　助成件数　74,822件
　助成額　　181,899千円 Ａ

81 〇
いわなびチャレンジスクール（旧
名称：土曜ふるさと学校事業）

４－９（２）

生涯学習・
文化・ス
ポーツ振興
課

　小中学生を対象として、授業のない土曜日
に、それぞれの学校の地域に関わりのある方々
が、その知識・経験・技能を伝え、子ども達が
地域のことを知り、その大切さを思い、自分の
役割を考えてもらう講座や体験学習などを継続
して行っていきます。

　参加者の減少、参加する子どもや内容の固定
化などの課題もあるが、参加者には好評の事業
であり、事業内容を検討しながら今後も継続し
ていく。

Ａ 72

　小・中学生の時期に、多くの体験学習へ参加
していただき、豊かな心、健やかな体を育み、
柔軟な成長を推進するために、体験学習の機会
の充実を進めることができた。また、工作や実
験など体験内容をに工夫を加え実施することが
できた。

Ａ



安全 安心 笑顔
Ｈ26までの評価と課題 評価 新№ Ｈ27の評価 評価事業内容№

３つの視点
事業名 章・節 担当課

82 〇 〇 産前産後ヘルパー ４－４（６） 子ども課

産前産後の子育て家庭の身体的・精神的負担を軽
減し、安心して出産を迎え、子育てができるよう、妊
娠届時から出産後１年以内の期間、ヘルパーを派
遣し、家事・育児の支援を行っていきます。 新規 73

　市内の介護事業者8社と委託契約を行い、家
事や育児に対する家族等のサポートが受けられ
ないため支援を希望する家庭に、ホームヘル
パーの派遣を行った。
　平成27年度登録人数　69人
　　　　　　利用回数　559回

Ａ

83 〇 〇 新しい幼児教育と保育 ４－５ 子ども課

　質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に
提供することを目指すものとします。
　幼稚園の需要が大きく減少し、質の高い教
育・保育の提供に課題をかかえる地域での取り
組みを優先します。

新規 74

　保育所と幼稚園を一体的に運営する施設を整
備するとともに、地域住民と子どもたちが一緒
に活動できる環境を整えるため、栗沢地域に認
定こども園を平成29年度の開設を目指し、基本
構想に基づく施設整備を進めるための基本設
計・実施設計を行った。
　地域住民の意見を取り入れるため、ワーク
ショップを３回実施し、設計に反映することが
できた。また、地域説明会を開催し、地域で子
育てを支えることについて意見交換することが
できた。

Ａ

84 〇 保育料３子無料化 ４－３（２） 子ども課

多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、18歳
未満の子から数えて第３子目以降の園児に係る
保育料を無料とします。

新規 75

　多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、18
歳未満の子から数えて第3子目以降の園児に係
る保育料の無料化を継続して実施した。
　なお、本事業の対象となる世帯が一部の多子
世帯に限られていることから、制度の見直しを
検討し、平成28年度実施につなげることができ
た。

Ａ

85 〇 ブックスタート ４－４（７） 図書館

　赤ちゃんに絵本を贈り、絵本を開く楽しさを
伝え、また家庭で読み聞かせなどを通じて親子
が心を触れあわせるきっかけをつっていきま
す。

新規 76

　ブックスタート事業を実施し、対象の親子全
員に絵本を贈り、親子で絵本を開くことの楽し
さを伝え、赤ちゃんと一緒に図書館を利用する
きっかけづくりができた。さらに、フォロー
アップ事業として、３歳未満の乳幼児を対象と
したベビカフェを実施した。

Ａ

86 〇 子どもの遊び場 ４－６ 子ども課

　遊びは、体力や五感、好奇心、創造力を育
み、社会性を身に着けるために大切です。外の
遊び環境のほか、一年を通じて天候を気にせず
に楽しく遊べる環境を整備します。 新規 77

子育て支援拠点として、こども・子育てひろ
ば「えみふる」の中心となる、一年を通じて天
候を気にせずに幼児から小学生が楽しめる全天
候型の「あそびの広場」を整備した。 Ａ

87 〇 青少年育成 ４－９（２） 子ども課

　青少年が、将来、自らの意思で自立し、社会
参加していくことが出来るよう、少年の主張大
会や子ども会活動を実施していきます。

新規 78

　青少年が、将来、自らの意志で自立し、社会
参加していくことが出来るよう、青少年健全育
成事業を実施した。今後も継続していく。

Ａ

88 〇 〇
子育て短期支援
（ショートステイ）

４－４（４） 子ども課

保護者が病気、出産、看護、出張、育児の疲れ
などの理由により一時的に保育が必要になった
場合、児童を児童養護施設などで預かる事業で
す。宿泊を伴い、原則７日を限度として実施し
ていきます。 新規 79

市内の児童養護施設「光が丘学園」と委託契約
を行い、主に就労・介護を理由に一時的に保育
が必要になった児童を預かった。
【平成27年度実績】
　　　　　　　　　利用回数　56日
　　　　　　　　延利用人数　25人

Ａ



安全 安心 笑顔
Ｈ26までの評価と課題 評価 新№ Ｈ27の評価 評価事業内容№

３つの視点
事業名 章・節 担当課

89 〇 生活困窮者自立支援 ４－８ 保護課

　子どもを持つ、生活に困窮する家庭がこれ以
上の困窮状態に陥らないよう、相談を受付け、
就労に向けた支援などを行っていきます。

新規 80

　岩見沢市生活サポートセンターりんくにおい
て、生活困窮者が困窮状態から脱却できるよう
に、関係機関と連携し自立相談支援・就労準備
支援を行った。 Ａ

90 〇 生活困窮者学習支援 ４－８ 保護課

　経済的な理由で塾などに通えない中学生に、
放課後の学習機会を提供していきます。

新規 81

　公益社団法人 岩見沢市シルバー人材セン
ターにおいて、貧困の連鎖からの脱却を目指
し、生活保護受給世帯等の中学生の学習支援を
行った。 Ａ

91 〇 〇 ５歳児健診 ４－７
健康づくり
推進課

　発達障害の早期発見と適正な支援を目的に実
施する健診です。小学校就学前に発達の遅れを
発見し、就学に向けた支援をすることを目的に
します。

新規 82

発達支援の体制として、地域の保育園、幼稚園
への巡回相談を実施し、集団場面の様子を把握
し、必要な児を相談につなげている。3歳児健
診以降は特に集団観察が重要とされているた
め、巡回相談を継続し、就学に向けて継続的に
支援体制が組めるよう連携していきたい。5歳
児健診の実施については、就学に向けて保護者
の意識が変化する中、支援が必要な児に介入す
る機会としてどのような体制をとるべきか、今
後も検討が必要である。

Ｃ

92 〇 岩見沢市指定ごみ袋公布 ４－４（７） 環境保全課

２歳未満の乳幼児がいる世帯に対し、指定ごみ
袋の交付を行っていきます。

新規 83

　平成２７年４月からの家庭系一般廃棄物の有
料化に当たり、指定ごみ袋を無償で交付するこ
とにより、負担軽減の必要があると認める者に
対し、その負担を軽減した。
　今後も、負担軽減の必要があると認める者に
対し継続する。
　
　交付対象者　 1,547人

Ａ

93 〇 環境学習事業 ４－９（２） 環境保全課

　小学校・中学校に対する、ごみ・環境の出前
教室やごみ処理場などの見学を行い、環境につ
いての理解を深めていきます。

新規 84

　環境教育を通じ、ごみの分別等の意識向上を
図れた。
  今後も、環境教育により減量化・資源化の推
進を継続する。

・小中高生への出前教室の実施　　11件172人
・小中高生の施設見学の実施　　　22件788人

Ａ


